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令和5年分の確定申告についての資料を作成しました。

確定申告の寄付金控除の申告に際し、ご参照ください。





東京工業大学へのご寄附は、寄附者が個人の場合、所得税法第78条第2項第2号の「寄附金控除」の対象となり、確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置を受けることができます。

また、法人の場合は、法人税法第37条第3項第2号により全額損金算入となります。
寄附金控除には、下記の「所得控除制度」と「税額控除制度」の2種類があります。
税額控除制度は、平成28年の税制改正により導入された制度であり、本学の「修学支援基金」、「研究等支援基金」へご寄附いただいた個人に限り、控除を受けることができます。
また、所得控除と税額控除のいずれか一方の有利な制度を選択いただけます。



所得控除制度（東工大基金への全ての寄附金が対象）


所得控除を行った後に所得税率を乗じるため、所得金額に対して寄附金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。




[image: 寄附金額（※）－2,000円＝所得控除の額]

	※
	控除対象となる寄附金額は、その年の総所得額等の40%が上限です。





税額控除制度（修学支援基金・研究等支援基金への寄附金が対象）


所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの場合、所得控除制度に比較して減税効果が大きくなります。




[image: （寄附金額（※1）－2,000円）×40%＝所得税の控除額（※2）]

	※1
	控除対象となる寄附金額は、その年の総所得額等の40%が上限です。
	※2
	所得税の控除額は、その年の所得税額の25%が上限です。





納税額の計算方法


総所得金額から所得控除（寄附金控除、社会保険料控除、配偶者控除など）をマイナスし、税率をかけます。

その金額から控除額をマイナスすると、納税額となります。

税率・控除額につきましては、下記の「所得税の税率及び控除額」をご参照ください。




[image: （総所得金額－所得控除（※1））×税率－控除額＝納税額（※2）]

	※1
	所得控除制度は、この時点で控除します。
	※2
	税額控除制度は、この時点で控除します。






修学支援基金・研究等支援基金への寄附金については、「所得控除制度」と「税額控除制度」のいずれか有利な方法を選択することができます。詳しくは以下の寄附金控除額の目安比較表をご覧ください。



	
            
            寄附金控除額の目安比較表
            
        


所得税の税率及び控除額

所得税の速算表



	課税される所得金額（千円未満切捨て）
	税率
	控除額（円）

	195万円以下
	5%
	0

	195万円超～330万円以下
	10%
	97,500

	330万円超～695万円以下
	20%
	427,500

	695万円超～900万円以下
	23%
	636,000

	900万円超～1,800万円以下
	33%
	1,536,000

	1,800万円超～4,000万円以下
	40%
	2,796,000

	4,000万円超～
	45%
	4,796,000





        	※
	
            課税される所得金額：給与所得控除、生命保険控除等の所得控除額を差し引いた額のことです。




還付額の算出例

所得控除の場合



[image: 年収800万円の場合：課税される所得金額600万円/東工大基金寄附金額30万円]

[image: 東工大基金へ寄附しなかった場合：（6,000,000円－0円）×20%－427,500円＝772,500円]

[image: 東工大基金へ30万円寄附した場合：（6,000,000円－298,000円）×20%－427,500円＝712,900円]

[image: 還付・納税額59,600円]

	※
	計算方法につきましては、納税額の計算方法をご参照ください。
	※
	上記はあくまでも目安です。実際は収入の種類、各種所得控除等により変動が生じます。





税額控除の場合



[image: 年収800万円の場合：課税される所得金額600万円/東工大基金寄附金額30万円]

[image: 東工大基金へ寄附しなかった場合：（6,000,000円×20%－427,500円＝772,500円]

[image: 東工大基金へ30万円寄附した場合：（6,000,000円×20%－427,500円＝772,500円－（（30万円－2,000円）×40%＝119,200円）＝653,300円]

[image: 還付・納税額119,200円]

	※
	計算方法につきましては、納税額の計算方法をご参照ください。
	※
	上記はあくまでも目安です。実際は収入の種類、各種所得控除等により変動が生じます。





個人住民税の取扱い


寄附者様が個人の方で、お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。



	
                都道府県が指定した寄附金　〔寄附金額－2千円〕×4%に相当する額
        
	
                市区町村が指定した寄附金　〔寄附金額－2千円〕×6%に相当する額
        


        	※
	
            都道府県・市区町村の双方が指定している場合、10%となります。


	※
	
            本学を寄附金税額控除の対象として指定している自治体は、東京都、神奈川県、横浜市です（2022年1月現在）。




優遇措置を受ける手続きについて


確定申告期間に、国立大学法人が発行した（1）「寄附金領収書」または「振替払込請求書兼受領証」、（2）税額控除に係る証明書写し（修学支援基金・研究等支援基金へのご寄附に限ります。）を添えて税務署に申告してください。

なお（1）「寄附金領収書」及び（2）税額控除に係る証明書写しは、寄附金の入金が確認され次第お送りいたします。

ゆうちょ銀行の払込取扱票にてご寄附いただいた場合は、お手元に残る半券の「振替払込請求書兼受領証」が確定申告のための証明書となります。




[image: 所得控除を受ける場合 確定申告書類＋寄附金領収書または振替払込請求書兼受領書→税務署]

[image: 税額控除を受ける場合 確定申告書類＋寄附金領収書＋税額控除に係る証明書写し→税務署]





個人住民税の寄附金控除の適用のみを受ける場合は、簡易な申告によることもできます。

詳細につきましては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
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寄附をする




寄附メニュー（支援項目）

寄附メニューを選ぶ



寄附の使用用途を指定できます。

寄附メニューの詳細を見る

	
[image: 大学に一任する]

大学に一任する

大学運営に最も必要とされる分野へ使用します。

寄附をする[image: outer]




	
[image: 特定基金へ寄附をする]

特定基金へ寄附をする

使途が明確に特定された特定基金を指定してご寄附いただけます。

基金を選ぶ




	
[image: 寄附で運営されている個別のプロジェクトを支援する]

寄附で運営されている個別のプロジェクトを支援する

特定基金とは別のプロジェクトに寄附いただけます。

プロジェクトを選ぶ




	
[image: 学院（旧学部・研究科）・研究院・研究拠点組織をダイレクトに支援する]

学院（旧学部・研究科）・研究院・研究拠点組織をダイレクトに応援する

最先端の研究を司る本学の研究組織を直接ご支援いただけます。

学院等を選ぶ






	
サポーターズ会員へのお誘い

[image: サポーターズ会員へのお誘い]
東工大の活動を継続して応援してください。寄附目的の指定もできます。

サポーターズ会員制度


	
東工大オンラインコミュニティ・メルマガ

本学の在学生、卒業生、教職員は、どなたでもご参加いただけます。会員には、本学の最新情報をお届けします。

東工大オンラインコミュニティ


	
遺贈によるご寄附

[image: 遺贈によるご寄附]
皆様のご遺志を未来に受け継ぎ実現するために。

遺贈によるご寄附






						


東京工業大学 社会連携課



	[image: Email]syaren@jim.titech.ac.jp
	
	[image: Tel]03-5734-2415･2417
	※お電話による受付時間：平日（月～金）8:30～17:00
土日、年末年始、大学の休業日を除きます
	[image: Fax]03-5734-2485
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